
 

令和５年１２月１８日 
都 市 整 備 部 住 宅 課 

 
江東区マンション管理適正化推進計画（案）について 

 

１ 計画の目的 

区独自の地域性を踏まえたマンション管理適正化を効果的に推進する。 

 

２ 計画の骨子 

（１）基本目標 

 ① 管理組合による自主的かつ適正な維持管理の促進 

 ② 管理状況が市場に評価される環境整備 

 ③ 安全で地域に調和した良好な住環境の実現 

（２）江東区マンション管理適正化指針（別紙１） 

   国と同等とする。 

（３）助言、指導及び勧告を行う際の判断基準（別紙２） 

   国の判断基準と同等とする。 

（４）管理計画の認定基準（別紙３） 

   国の認定基準に、区の独自基準として、防災及び地域コミュニティに

関する基準等を加える。 

    

３ 区民意見募集実施結果 

  ・募集期間 令和５年９月２１日から１０月２５日まで 

  ・意見数  ３件 

 

４ 素案からの主な変更点 

  ・第１章１を計画策定の背景と目的とし、計画策定の目的を明確化 

（１ページ） 

  ・事業ページに区ホームページに誘導する二次元バーコードを追加 

（２２ページ他） 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年１２月 策定、区ホームページにて公表 

改正事務手数料条例施行の翌日から管理計画認定制度 

開始 

    ６年 ３月 管理計画認定制度案内を区内マンション管理組合に配布 
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